
１ 島根県の給与・定員管理等について

⑴ 総括

ア 人件費の状況（普通会計決算）

住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人 件 費 人件費率 (参考)
区 分

(平成22年度末) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 21年度の人件費率

平成 22 人 千円 千円 千円 ％ ％

年度 718,218 4,323,132 22.0 21.2547,087,959 120,468,044

イ 職員給与費の状況（普通会計決算）

（参考）都道府県平均
区 分

職員数 給 与 費 一 人 当 た り

一人 当たり給与費Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給 与 費 B / A期末 勤勉手当

平成 22 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度 13,075 6,577 7,09856,255,471 10,667,438 19,077,768 86,000,677

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成22年４月１日現在の人数である。

ウ 特記事項

現 在 、 職 員 の 給 与 に つ い て は 、 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 15年 島 根 県 条

例 第 14号 ） 及 び 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 15年 島 根 県 条 例 第 15号 （ 以 下 こ）

れ ら を 「 特 例 条 例 」 と い う ） に 基 づ き 、 平 成 24年 ３ 月 31日 ま で の 間 、 次 の と お り 減 額。

措 置 を 行 っ て い る 。

給料月額を算出基礎とする諸手当(退職手当
区 分 給 料 月 額

を除く。)へのはね返り

知 事 25％ 25％

副 知 事 20％ 20％

常 勤 の 監 査 委 員 18％ 18％

病 院 事 業 管 理 者 18％ 18％

教 育 長 18％ 18％

管理職手当受給者 10％ 、 8％ 10％ 、 8％

上 記 以 外 の 職 員 6％ 6％ 、 3％

エ ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の

給与水準を示す指数である。

オ 給与改定の状況

(ア) 月例給

人事委員会の勧告 (参考)

区 分 民間給与 公 務 員 給 与 較差 勧告 給与改定率 国の改定率

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ （改定率）

平成 22 円 円 円 ％ ％ ％

年度 370,200 380,965 ▲10,765 ▲ 0.25 ▲0.10 ▲0.23

356,542 ▲2.83％（ ）

（13,658）

（3.83％）
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（注）１ 「民間給与」及び「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額を

ラスパイレス比較した平均給与月額である。

２ 「公務員給与」及び「較差」の下段の（ ）内は、特例条例による減額後の額及び率で

ある。

（イ） 特別給

人事委員会の勧告 (参考)

区 分 民間の支給 公務員の 較差 勧告 年間支給月数 国の年間

割合 Ａ 支給月数 Ｂ Ａ－Ｂ 改定月数 支給月数（ ）

平成 22 月 月 月 月 月 月

年度 3.61 3.90 ▲0.29 ▲0.05 3.85 3.95

3.67 ▲ 0.06 (3.85)（ ） （ ）

（注）１ 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合 「公務、

員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

２ 「公務員支給月数」及び「較差」の下段の（ ）内は、特例条例による減額後の支給月

数である。

３ 「年間支給月数」の上段は管理職手当受給職員（以下「管理職員」という ）の年間支。

給月数であり、下段の（ ）内は管理職手当非受給職員（以下「非管理職員」という ）。

の年間支給月数である。

⑵ 一般行政職給料表の状況（平成23年4月1日現在）

（単位：円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１号給の 135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200 413,000 466,700

給料月額

高号給の 243,700 309,200 356,400 390,100 402,500 424,600 458,400 480,500 540,300

給料月額

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

⑶ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア 職 員 の 平 均 年 齢 、 平 均 給 料 月 額 及 び 平 均 給 与 月 額 の 状 況 （ 平 成 23年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

(ｱ) 一般行政職

平均給与月額
区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

（国ベース）

島根県 44.2歳 323,665円 387,844円 350,056円

国 42.3歳 327,205円 － 397,723円

都道府県平均 43.7歳 339,183円 425,668円 380,235円

(ｲ) 技能労務職

参考公務員 民 間

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 対 応 す る 民 間 の 年齢 平均給与月額区 分

A/B(A) (B)（国ベース） 類似職種

島根県 50.4歳 220人 340,310円 385,849円 360,925円 ― ― ― ―

うち守衛 51.4歳 2人 338,917円 361,517円 348,700円 守衛 ― ― ―

うち用務員 50.8歳 51人 342,126円 381,775円 361,267円 用務員 ― ― ―

うち自動車運転手 52.2歳 27人 348,184円 393,298円 370,233円 49.7歳 260,117円 1.51自家用乗用自動車運転手

うち電話交換手 56.3歳 4人 376,338円 431,637円 398,325円 電話交換手 ― ― ―

49.5歳 3,689人 283,862円 ― 321,662円 ― ― ― ―国

－ － － － － ― ― ― ―都道府県平均

(ｳ) 高等学校教育職

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

島根県 44.0歳 365,407円 414,210円

都道府県平均 44.8歳 386,168円 447,080円



(ｴ) 小・中学校教育職

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

島根県 45.3歳 367,130円 410,404円

都道府県平均 43.9歳 372,838円 426,886円

(ｵ) 警察職

平均給与月額
区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

（国ベース）

島根県 39.9歳 312,797円 423,249円 338,353円

国 41.2歳 316,868円 － 367,972円

都道府県平均 39.4歳 324,966円 477,711円 370,694円

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成23年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

である。

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間

外勤務手当等のすべての諸手当の額を合計したものであり 「地方公務員給与実態調査」に、

おいて明らかにされているものである。

また 「平均給与月額（国ベース 」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、、 ）

特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

計算したものである。

３ 民間データは、島根県人事委員会が行った「平成22年職種別民間給与実態調査」において

公表されているデータを使用している。

４ 職種別民間給与実態調査における調査対象従業員は、常時勤務する従業員のうち、期間を

定めず雇用されている者とし、臨時の者を除いている。

【参考】

民 間 参 考

平均給与月額 年収ベース（試算値）の比較
職 種 対 応 す る 民 間 の 類 似

(C) 公務員 民 間
職種

平均年齢 A/C

D/E(D) (E)

島根県 ― ― ― ― ― ― ―

うち守衛 守衛 52.9歳 227,200円 1.59 5,800,150円 3,246,800円 1.79

うち用務員 用務員 53.8歳 209,700円 1.82 6,043,861円 2,943,200円 2.05

うち自動車運転手 50.2歳 248,500円 1.58 6,239,962円 3,349,100円 1.86自家用乗用自動車運転手

うち電話交換手 ― ― ― ― ― ― ―

（注）１ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（平

成20年～22年の３か年平均 。なお、用務員については、都道府県別のデータが公表されて）

いないため、全国計のデータを記載している。

２ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たっては、用務員は賃金構造基本統計調査に

おける「用務員 、自動車運転手は賃金構造基本統計調査における「自家用乗用自動車運転」

手 、守衛は賃金構造基本統計調査における「守衛」と比較しているが、年齢、業務内容等」

が完全に一致しているものではない。また、雇用形態についても、民間データには日々又は

１か月以内の期間を定めて雇用されている者のうち、１か月に18日以上雇用されたもの等、

いわゆる非正規雇用の者も含まれている。

３ 年収ベースの「公務員(D)」及び「民間(E)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍し

たものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当の額、民間においては前年

に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。



イ 職 員 の 初 任 給 の 状 況 （ 平 成 23年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

区 分 島 根 県 国

一 般 行 政 職 大 学 卒 172,2 00円 172,20 0円

（ 161, 8 6 8円 ）

高 校 卒 140,1 00円 140,10 0円

（ 131, 6 9 4円 ）

技 能 労 務 職 高 校 卒 152,6 00円 －

（ 143,44 4円 ）（ 免 許 職 ）

－技 能 労 務 職 高 校 卒 146,7 0 0円

（ 非 免 許 職 ） (137, 8 9 8円 ）

高 等 学 校 教 育 職 大 学 卒 192,8 00円 －

（ 181,2 3 2円 ）

小 ・ 中 学 校 教 育 職 大 学 卒 192,8 00円 －

（ 181,2 3 2円 ）

警 察 職 大 学 卒 197,2 00円 200,00 0円

（ 185,36 8円 ）

高 校 卒 164,7 00円 158,10 0円

（ 154,81 8円 ）

（注） 「島根県」の下段の（ ）内は、特例条例による減額後の額である。

ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成23年4月 1日現在）

区 分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職 大 学 卒 251,257円 284,503円 339,318円

高 校 卒 199,662円 249,523円 286,912円

技能労務職 高 校 卒 ― 円 239,512円 288,251円

高等学校教育職 大 学 卒 278,027円 323,717円 359,103円

小・中学校教育職 大 学 卒 283,681円 326,480円 352,914円

警 察 職 大 学 卒 269,300円 322,830円 360,525円

高 校 卒 237,970円 271,597円 322,740円

⑷ 一般行政職の級別職員数等の状況

ア 一般行政職の級別職員数の状況（平成23年４月１日現在）

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比

人 ％
１ 級 主事、技師 276 7.5

人 ％
２ 級 主任主事、主任技師 128 3.5

人 ％
３ 級 主任 978 26.7

人 ％
４ 級 企画員 848 23.2

人 ％
５ 級 グループリーダー 918 25.1

人 ％
６ 級 課長 431 11.8

人 ％
７ 級 課長 25 0.7

人 ％
８ 級 次長 37 1.0



人 ％
９ 級 部長 22 0.6

（注）１ 「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
２ 「職員数」は、職員の給与に関する条例（昭和 26年島根県条例第１号）に基づく給料表

の級区分による職員数である。

イ 昇給への勤務成績の反映状況

所属長からの内申書に基づき、５段階の区分で昇給を決定している。

⑸ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

島 根 県 国

－
１人当たり平均支給額（平成22年度）

1,469千円

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.50 月分（ ） 1.35 月分 2.60 月分 1.35 月分管理職員

2.50 月分（ ）非管理職員

(1.35)月分 (0.70)月分 (1.45)月分 (0.65)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 10～25％

（注） ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

１ 勤務成績の評定の実施状況

平成17年６月から管理職を対象とした業績等に基づく人事評価を実施している。

２ 勤勉手当への勤務実績の反映状況

管理職については、平成18年６月期から人事評価の結果に基づき相対区分処理を行

い、直近の勤勉手当支給時に区分に応じて成績率（支給月数）を決定している。
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成績率（支給月数）

相対区分 分布割合 ※６月期、12月期とも

部次長級 課長級

Ⅰ 10％以内 0.96 月 0.79月

Ⅱ 30％以内 0.91 月 0.725月

Ⅲ 60％以内 0.86 月 0.66月

不良 － 0.86 月以下 0.66月以下

イ 退職手当（平成23年４月１日現在）

島 根 県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （ 支 給 率 ） 自 己 都 合 勧 奨 ・ 定 年
勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分 勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分 勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分 勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分

高限度額 59.28月分 59.28月分 高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置(2～20％加算) 定年前早期退職特例措置(2～20％加算)
1人当たり平均支給額

6,557千円 27,251千円
（注） 「１人当たり平均支給額」は、平成22年度に退職した職員に支給された退職手当の平均額で

ある。

ウ 地域手当（平成23年４月１日現在）

支 給 実 績（平成22年度） 48,186千円

719,200円支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度）

（ ）支給対象地域・職種 支給対象職員数 支給率 国の制度 支給率

東京都（特別区） 20人 18％ 18％

茨城県つくば市 1人 12％ 12％

大阪府大阪市 11人 15％ 15％

愛知県名古屋市 1人 12％ 12％

広島県広島市 9人 10％ 10％

岡山県岡山市 1人 3％ 3％

上記以外の市町村 12,936人 0％ 0％

医師・歯科医師 40人 15％ 15％

平 均 支 給 率 15.0％ 15.0％

（注 「国の制度（支給率 」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定し） ）

た場合の加重平均の支給率である。

エ 特殊勤務手当（平成23年４月１日現在）

支給実績（平成22年度） 542,258千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度） 76,514円

職員全体に占める手当支給職員の割合 平成22年度 54.2％（ ）

手当の種類（手当数） 59

教員特殊業務手当

教育業務連絡指導手当

支給職員数の多い手当 捜査特別手当

夜間特殊業務手当（警察業務）

代表的な手当の名称 死体取扱手当

教員特殊業務手当

教育業務連絡指導手当

支給額の多い手当 夜間特殊業務手当（警察業務）

捜査特別手当

警ら手当



オ 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 2 2 年 度 ） 2,308,426千円

職員１人当たり平均支給年額（平成22年度） 177千円

支 給 実 績 （ 平 成 2 1 年 度 ） 2,298,312千円

職員１人当たり平均支給年額（平成21年度） 176千円

カ そ の 他 の 手 当 （ 平 成 23年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人当

たり平均支給年国 の 制 支 給 実 績
国 の 制 度 と

手 当 名 額内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の （ 平 成 2 2
異 な る 内 容

（ 平 成 2 2異 同 年 度 ）

年 度 ）

扶 養 手 当 配 偶 者 13,000円 同 じ － 千 円 円

配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族 6,500円 1,783, 4 11 2 34 ,3 51

配 偶 者 の な い 場 合 の １ 人 11,00 0円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 2 2

歳 年 度 末 ま で ） の 子 の 加 算 5,000円

住 居 手 当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 268,9 116 0 5 , 3 2 0

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

通 勤 手 当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 千 円 円交通用具の区分及

定期券又は回数乗車券等の価額 1,221, 0 58 1 07 ,5 44び距離の区分が異

高支給限度額 55,000円 。なる

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42,60 0円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 任 支給額 23,000円 異 な る 加算額が異なる 千 円 円

手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80キ （国:距離により 275,21 8 3 32 ,3 89

ロ以上の場合加算（距離により4,000円～45,000 6,000円～

円） 45,000円 。）

初 任 給 調 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び支 千 円 円

1,698 , 2 5 6整 手 当 給 給額が異なる。 67,930

支給額(月額) 5,000円～410,900円

管 理 職 手 国：俸給の特別 千 円 円給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別

当 調整額として支 754,67 9 5 16 ,5 49の 定 額

給支 給 額 41, 60 0円 ～ 130, 3 00円

特 地 勤 務 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 千 円 円

手 当 に勤務する職員に支給 190,11 8 4 40 ,0 87

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額

×1/2)×4％～16％

特 地 勤 務 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 千 円 円

手 当 に 準 って住居を移転した職員に支給 107,47 6 1 85 ,3 03

ず る 手 当 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×2％

～6％

へ き 地 手 へき地学校等に勤務する教職員に支給 千 円 円

当 支給額 362,43 3 3 75 ,5 79

給料及び扶養手当の月額×4％～25％

へ き 地 手 へき地学校 へき地学校に準ずる学校等に異動し 千 円 円、 、

当 に 準 ず 当該異動に伴って住居を移転した職員に支給 47,166 1 54 ,6 44



る 手 当 支給額 給料及び扶養手当の月額×2％～4％

定 時 制 通 高等学校で定時制又は通信制の課程の教育に従事 千 円 円

信 教 育 手 する教育職員に支給（実績に基づき支給） 10,837 1 33 ,7 91

当 支給額 定時制（夜間） 1日 900円

通信制（日曜日）1日 2,400円

産 業 教 育 高等学校の農業、水産又は工業に関する実習授業 千 円 円

手 当 等に従事する教育職員に支給 実績に基づき支給 26,296 1 02 ,3 19（ ）

支給額 実習を伴う授業 授業1時間 300円

週休日等に行われる業務

1日 600円又は1200円

義 務 教 育 小・中・高・特別支援学校に勤務する教育職員に 千 円 円

等 教 員 特 支給 757,17 7 95 ,7 85

別 手 当 高支給限度額 8,000円

休 日 勤 務 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

手 当 与額×135/100 りの給与額の算 158,99 2 74 ,0 53

。出方法が異なる

夜 間 勤 務 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５ 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

手 当 時までの間に勤務した時支給 りの給与額の算 57,236 40 ,7 95

。支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 出方法が異なる

与額×25/100

宿 日 直 手 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 千 円 円

当 2,100円～30,000円 444, 96 0 1 64 ,3 13

管 理 職 員 臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要によ 同 じ － 千 円 円

特 別 勤 務 り週休日又は休日に勤務した管理職員に支給 12,58 7 71 ,5 17

手 当 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

（実働時間が6時間を超える場合6,000円～18,000

円）

農 林 漁 業 農・林・水産業等に関する専門の事項について、 千円 円

普 及 指 導 調査研究を行う職員並びに技術及び知識の普及指 38,255 1 78 ,7 61

手 当 導を行う職員に支給

支給額 給料月額×6/100

災 害 派 遣 災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方

手 当 公共団体等から派遣された職員に支給 実 績 な し 実 績 な し

支給額(１日につき） 3,970円～6,620円

武 力 攻 撃 武力攻撃事態等に至った際、国民保護のための措

災 害 等 派 置の実施のため国又は他の地方公共団体等から派 実 績 な し 実 績 な し

遣 手 当 遣された職員に支給

支給額(１日につき） 3,970円～6,620円

⑹ 特別職の報酬等の状況（平成23年４月１日現在）

区 分 給 料 月 額 等

給 知 事 960,00 0 （ 1,28 0, 00 0円 ）円

副 知 事 800,00 0円 （ 1,000 ,0 00円 ）料

報 議 長 円 （ 960,0 00円 ）768, 0 0 0

副 議 長 （ 835,0 00円 ）709,7 5 0円

酬 議 員 （ 770,00 0円 ）654, 5 0 0円

知 事 （ 平 成 22年 度 支 給 割 合 ）
期

副 知 事 2.90月 分
末

議 長 （ 平 成 22年 度 支 給 割 合 ）
手

副 議 長 2.90月 分
当



議 員

退 （ 算 定 方 式 ） （ １ 期 の 手 当 額 ） （ 支 給 時 期 ）

128万 円 × 在 職 月 数 × 0.6 3, 6 86 .4万 円 任 期 毎職 知 事

100万 円 × 在 職 月 数 × 0.43 2 , 0 64万 円 任 期 毎手 副 知 事

当 備 考 知 事 に つ い て 10％ 、 副 知 事 に つ い て は ５ ％ の カ ッ ト を 実 施

(注)１ 「給料」及び「報酬」の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。

２ 「退職手当」の「 １期の手当額 」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１（ ）

期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

⑺ 職員数の状況

ア 部門別職員数の状況と主な増減理由

（単位：人） （各年４月１日現在）

主 な 増 減 理 由区 分 職 員 数 対 前 年
部 門 平成23年 平成22年 増 減 数

一 議 会 21 21 0
総 務 540 540 0

般 税 務 113 116 ▲ 3 事務事業の見直し
普 民 生 235 240 ▲ 5 事務事業の見直し

行 衛 生 470 467 3 業務量の増
通 労 働 54 67 ▲ 13 地方機関の統合

政 農林水産 939 965 ▲ 26 公共事業の削減
会 商 工 187 172 15 業務量の増

部 土 木 838 853 ▲ 15 公共事業の削減
計 計

（ ）門 3,397 3,441 ▲ 44 参考：人口10万人当たり職員数 472.98人
部 教育部門

7,827 7,853 ▲ 26 生徒数減による学級数の減少
門 警察部門

1,796 1,782 14 欠員補充、育休代替職員増
小 計

（ ）13,020 13,076 ▲ 56 参考：人口10万人当たり職員数1,812.82人
公 病 院 985 960 25 看護師等の増
営 水 道 25 28 ▲ 3 事務事業の見直し
企会 下水道 20 20 0
業計 その他 60 62 ▲ 2
等部 小 計

門 1,090 1,070 20
合 計

14,110 14,146 ▲ 36
（ ）[15,477] [15,530] [▲ 53] 参考：人口10万人当たり職員数1,964.58人

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。
２ [ ]内は、条例定数の合計である。

イ 年齢別職員構成の状況（平成23年４月１日現在）

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

歳 歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 以

満 上
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%



20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

区 分 計

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
24 3 6 9 833 9 1 1 1 , 2 3 3 1,658 1,758 1,806 2,112 1,984 1,369 53 14,110職員数

ウ 職員数の推移

（単位：人・％）

年 度 平成 平成 平成 平成 平成 平成 過去5年間の

部門別 18年 19年 20年 21年 22年 23年 増減数（率）

（ ）一般行政 3,795 3,717 3,617 3,503 3,441 3,405 ▲390 ▲10.3%

（ ）教育 8,277 8,026 7,945 7,858 7,853 7,819 ▲458 ▲ 5.5%

（ ）警察 1,751 1,778 1,764 1,781 1,782 1,796 45 2.7%

消防

（ ）普通会計計 13,823 13,521 13,326 13,142 13,076 13,020 ▲803 ▲ 5.8%

（ ）公営企業等会計計 981 962 962 1,039 1,070 1,090 109 11.1%

（ ）総合計 14,804 14,483 14,288 14,181 14,146 14,110 ▲694 ▲ 4.7%

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

⑻ 公営企業職員の状況

ア 企業局

(ｱ) 総括

ａ 企業局職員給与の特記事項

現在企業局職員の給与については、島根県企業局職員の給与の特例に関する規程（平成15年

島根県公営企業管理規程第３号）に基づき、平成24年３月31日までの間、次のとおり減額措置

を行っている。

給料月額を算出基礎とする諸手当(退職手当
区 分 給 料 月 額

を除く。)へのはね返り

管理職手当受給者 10％ 、 8％ 10％ 、 8％

上 記 以 外 の 職 員 6％ 6％ 、 3％

ｂ 定員適正化目標

平成17年度策定の「企業局経営計画」の中で、平成22年までに10％程削減する計画につい

て達成した。

(ｲ) 水道事業

ａ 職員給与費の状況

(a)決算

総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める (参考)

質収支 職員給与費比率 平成21年度の総費
区 分

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 用に占める職員給

与費比率

平成 22 千円 千円 千円 ％ ％

年度 846,887 91,613 220,020 26.0 25.4

（参考）都道府県平均
区 分

職員数 給 与 費 一人当たり

一人当たり給与費Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給与費 B/A期末 勤勉手当

平成 22 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度 28 109,982 22,926 40,538 173,446 6,195 7,251

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成23年３月31日現在の人数である。



ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成23年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

水道事業 42.8歳 329,869円 516,208円

（参考）一般行政職 44.1歳 336,510円 498,384円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(a) 期末手当・勤勉手当

島 根 県 （ 水 道 事 業 ） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成22年度） １人当たり平均支給額（平成22年度）

1,448千円 1,469千円

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.50 月分（ ） 1.35 月分 2.50 月分（ ） 1.35 月分管理職員 管理職員

2.50 月分（ ） 2.50 月分（ ）非管理職員 非管理職員

(1.35)月分 (0.70)月分 (1.35)月分 (0.70)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(b) 退職手当（平成23年４月１日現在）

島 根 県 （ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分 勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分 勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分 勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分

高限度額 59.28月分 59.28月分 高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置

（ ）定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置 2～20％加算
29,282千円 6,557千円 27,251千円1人当たり平均支給額 1人当たり平均支給額

(注 ) 「島根県（企業局職員 」の「１人当たり平均支給額」は、平成 20年度から平成22年度）

までの間に勧奨又は定年により退職した水道事業、工業用水道事業及び電気事業職員に支

給された退職手当の平均額である 「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、平成22年。

度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。

(c) 地域手当（平成23年４月１日現在）

支給対象なし

(d) 特殊勤務手当（平成23年４月１日現在）

支給総額（平成22年度） 420千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度） 28,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合 平成22年度 53.6％（ ）

手当の種類（手当数） ４

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交渉手当

夜間特殊業務手当

(e) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 2 2 年 度 ） 6,786千円

職員１人当たり平均支給年額（平成22年度） 308千円

支 給 実 績 （ 平 成 2 1 年 度 ） 6,825千円

職員１人当たり平均支給年額（平成21年度） 310千円

(f) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 23年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人当

たり平均支給年国 の 制 支 給 実 績
国 の 制 度 と



手 当 名 額内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の （ 平 成 2 2
異 な る 内 容

（ 平 成 2 2異 同 年 度 ）

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 13,000円 同 じ － 千 円 円

配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族 6,500円 5,481 2 74 ,0 25

配 偶 者 の な い 場 合 の １ 人 11,00 0円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 2 2

歳 年 度 末 ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 1,458 2 91 ,6 00

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 千 円 円交通用具の区分及

定期券又は回数乗車券等の価額 3,937 1 57 ,4 84び距離の区分が異

高支給限度額 55,000円 。なる

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42,60 0円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 23,000円 異 な る 加算額が異なる 千 円 円

348 34 8 , 0 0 0任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80キ （国:距離により

ロ以上の場合加算（距離により4,000円～45,000 6,000円～

円） 45,000円 。）

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び支 実 績 な し 実 績 な し

調 整 手 給 給額が異なる。

当 支給額(月額) 5,000円～410,900円

管 理 職 国：俸給の特別 千 円 円給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別

手 当 調整額として支 3,321 5 53 ,4 80の 定 額

給支 給 額 41, 60 0円 ～ 130, 3 00円

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額

×1/2)×4％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×2％

る 手 当 ～6％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

51,08 2務 手 当 与額×135/100 りの給与額の算 715

。出方法が異なる

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５ 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

65,72 5務 手 当 時までの間に勤務した時支給 りの給与額の算 460

。支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 出方法が異なる

与額×25/100

宿 日 直 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

手 当 2,100円～30,000円

管 理 職 臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要によ 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

員 特 別 り週休日又は休日に勤務した管理職員に支給

勤 務 手 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

当 （実働時間が6時間を超える場合6,000円～18,000



円）

(ｳ) 工業用水道事業

ａ 職員給与費の状況

(a)決算

総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める (参考)

質収支 職員給与費比率 平 成 2 1年 度 の 総 費
区 分

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 用 に 占 め る 職 員 給

与費比率

平成 22 千円 千円 千円 ％ ％

年度 195,294 ▲ 28,672 47,697 24.4 21.7

（参考）都道府県平均
区 分

職員数 給 与 費 一人当たり

一人当たり給与費Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給与費 B/A期末 勤勉手当

平成 22 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度 6 20,995 6,192 7,572 34,758 5,793 6,668

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成23年３月31日現在の人数である。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成23年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

工業用水道事業 38.7歳 312,480円 482,775円

（参考）一般行政職 44.1歳 336,510円 498,384円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(a) 期末手当・勤勉手当

島根 県（ 工業 用水 道事業 ） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成22年度） １人当たり平均支給額（平成22年度）

1,262千円 1,469千円

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.50 月分（ ） 1.35 月分 2.50 月分（ ） 1.35 月分管理職員 管理職員

2.50 月分（ ） 2.50 月分（ ）非管理職員 非管理職員

(1.35)月分 (0.70)月分 (1.35)月分 (0.70)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(b) 退職手当（平成23年４月１日現在）

島 根 県 （ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分 勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分 勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分 勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分

高限度額 59.28月分 59.28月分 高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置

（ ）定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置 2～20％加算
29,282千円 6,557千円 27,251千円1人当たり平均支給額 1人当たり平均支給額

(注 ) 「島根県（企業局職員 」の「１人当たり平均支給額」は、平成 20年度から平成22年度）

までの間に勧奨又は定年により退職した水道事業、工業用水道事業及び電気事業職員に支

給された退職手当の平均額である 「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、平成22年。

度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。



(c) 地域手当（平成23年４月１日現在）

支給対象なし

(d) 特殊勤務手当（平成23年４月１日現在）

支給総額（平成22年度） 445千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度） 89,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合 平成22年度 62.5％（ ）

手当の種類（手当数） ４

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交渉手当

夜間特殊業務手当

(e) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 2 2 年 度 ） 1,340千円

職員１人当たり平均支給年額（平成22年度） 223千円

支 給 実 績 （ 平 成 2 1 年 度 ） 1,921千円

職員１人当たり平均支給年額（平成21年度） 320千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

(f) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 23年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人当

たり平均支給年国 の 制 支 給 実 績
国 の 制 度 と

手 当 名 額内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の （ 平 成 2 2
異 な る 内 容

（ 平 成 2 2異 同 年 度 ）

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 13,000円 同 じ － 千 円 円

配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族 6,500円 1,386 2 77 ,2 00

配 偶 者 の な い 場 合 の １ 人 11,00 0円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 2 2

歳 年 度 末 ま で ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 324 3 24 ,0 00

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 千 円 円交通用具の区分及

定期券又は回数乗車券等の価額 821 164 ,1 60び距離の区分が異

高支給限度額 55,000円 。なる

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42,60 0円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 23,000円 異 な る 加算額が異なる 千 円 円

372 37 2 , 0 0 0任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80キ （国:距離により

ロ以上の場合加算（距離により4,000円～45,000 6,000円～

円） 45,000円 。）

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び支 実 績 な し 実 績 な し

調 整 手 給 給額が異なる。

当 支給額(月額) 5,000円～410,900円

管 理 職 国：俸給の特別 実 績 な し 実 績 な し給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別

手 当 調整額として支の 定 額

給支 給 額 41, 60 0円 ～ 130, 3 00円

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額



×1/2)×4％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×2％

る 手 当 ～6％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

務 手 当 与額×135/100 りの給与額の算 758 189 ,4 05

。出方法が異なる

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５ 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

務 手 当 時までの間に勤務した時支給 りの給与額の算 747 186 ,7 27

。支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 出方法が異なる

与額×25/100

宿 日 直 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

手 当 2,100円～30,000円

管 理 職 臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要によ 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

員 特 別 り週休日又は休日に勤務した管理職員に支給

勤 務 手 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

当 （実働時間が6時間を超える場合6,000円～18,000

円）

(ｴ) 電気事業

ａ 職員給与費の状況

(a)決算

総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める (参考)

質収支 職員給与費比率 平成21年度の総費
区 分

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 用に占める職員給

与費比率

平成 22 千円 千円 千円 ％ ％

年度 1,502,009 27,159 393,783 26.2 29.7

（参考）都道府県平均
区 分

職員数 給 与 費 一人当たり

一人当たり給与費Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給与費 B/A期末 勤勉手当

平成 22 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度 48 183,770 38,152 67,539 289,461 6,030 6,635

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成23年３月31日現在の人数である。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成23年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

電気事業 43.8歳 339,200円 502,537円

（参考）一般行政職 44.1歳 336,510円 498,384円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(a) 期末手当・勤勉手当

島 根 県 （ 電 気 事 業 ） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成22年度） １人当たり平均支給額（平成22年度）

1,407千円 1,469千円

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.50 月分（ ） 1.35 月分 2.50 月分（ ） 1.35 月分管理職員 管理職員

2.50 月分（ ） 2.50 月分（ ）非管理職員 非管理職員

(1.35)月分 (0.70)月分 (1.35)月分 (0.70)月分



（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(b) 退職手当（平成23年４月１日現在）

島 根 県 （ 企 業 局 職 員 ） 島 根 県
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分 勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分 勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分 勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分

高限度額 59.28月分 59.28月分 高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置

（ ）定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置 2～20％加算
29,282千円 6,557千円 27,251千円1人当たり平均支給額 1人当たり平均支給額

(注 ) 「島根県（企業局職員 」の「１人当たり平均支給額」は、平成 20年度から平成22年度）

までの間に勧奨又は定年により退職した水道事業、工業用水道事業及び電気事業職員に支

給された退職手当の平均額である 「島根県」の「１人当たり平均支給額」は、平成22年。

度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。

(c) 地域手当（平成23年４月１日現在）

支給対象なし

(d) 特殊勤務手当（平成23年４月１日現在）

支給総額（平成22年度） 1,530千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度） 66,522円

職員全体に占める手当支給職員の割合 平成22年度 50.0％（ ）

手当の種類（手当数） ４

手当の名称 特殊現場作業従事手当 水質検査業務従事手当 用地等交渉手当

夜間特殊業務手当

(e) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 2 2 年 度 ） 15,053千円

職員１人当たり平均支給年額（平成22年度） 358千円

支 給 実 績 （ 平 成 2 1 年 度 ） 16,131千円

職員１人当たり平均支給年額（平成21年度） 375千円

(f) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 23年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人当

たり平均支給年国 の 制 支 給 実 績
国 の 制 度 と

手 当 名 額内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の （ 平 成 2 2
異 な る 内 容

（ 平 成 2 2異 同 年 度 ）

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 13,000円 同 じ － 千 円 円

配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族 6,500円 7,585 2 16 ,7 00

配 偶 者 の な い 場 合 の １ 人 11,00 0円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 2 2

歳 年 度 末 ま で ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 840 2 80 ,0 00

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 千 円 円交通用具の区分及

定期券又は回数乗車券等の価額 5,170 1 32 ,5 74び距離の区分が異

高支給限度額 55,000円 。なる



交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42,60 0円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 23,000円 異 な る 加算額が異なる 千 円 円

任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80キ （国:距離により 1,194 2 98 ,5 00

ロ以上の場合加算（距離により4,000円～45,000 6,000円～

円） 45,000円 。）

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び支 実 績 な し 実 績 な し

調 整 手 給 給額が異なる。

当 支給額(月額) 5,000円～410,900円

管 理 職 国：俸給の特別 千 円 円給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別

手 当 調整額として支 3,822 6 36 ,9 17の 定 額

給支 給 額 41, 60 0円 ～ 130, 3 00円

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額

×1/2)×4％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×2％

る 手 当 ～6％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

務 手 当 与額×135/100 りの給与額の算 1,548 96 ,7 68

。出方法が異なる

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５ 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

66,07 7務 手 当 時までの間に勤務した時支給 りの給与額の算 1,410

。支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 出方法が異なる

与額×25/100

宿 日 直 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

手 当 2,100円～30,000円

管 理 職 臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要によ 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

員 特 別 り週休日又は休日に勤務した管理職員に支給

勤 務 手 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

当 （実働時間が6時間を超える場合6,000円～18,000

円）

イ 病院局

(ｱ) 総括

ａ 病院局職員給与の特記事項

現在病院局職員の給与については、島根県病院局職員の給与の特例に関する規程（平成19年

島根県病院局管理規程第７号）に基づき、平成24年３月31日までの間、次のとおり減額措置を

行っている。

給料月額を算出基礎とする諸手当(退職手当
区 分 給 料 月 額

を除く。)へのはね返り

管理職手当受給者 10％ 、 8％ 10％ 、 8％

上 記 以 外 の 職 員 6％ 6％ 、 3％

ｂ 定員適正化目標

今後の医療情勢を踏まえ、より適切な医療を提供するために必要とする職員を、経営状況を

勘案しながら適切に確保する。

(ｲ) 病院事業



ａ 職員給与費の状況

(a)決算

総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める (参考)

質収支 職員給与費比率 平成21年度の総費
区 分

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 用に占める職員給

与費比率

平成 22 千円 千円 千円 ％ ％

年度 139,226 8,300,253 40.5 39.420,477,208

（参考）都道府県平均
区 分

職員数 給 与 費 一人当たり

一人当たり給与費Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給与費 B/A期末 勤勉手当

平成 22 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年度 966 6,510 7,2553,491,062 1,613,649 1,184,160 6,288,871

（注）１ 「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 「職員数」は、平成23年３月31日現在の人数である。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成23年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

医 師 45.2歳 547,197円 1,313,586円

看 護 師 33.5歳 260,839円 393,487円

事務職員 41.1歳 314,487円 502,004円

（参考）一般行政職 44.1歳 336,510円 498,384円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

ｃ 職員の手当の状況

(a) 期末手当・勤勉手当

島 根 県 （ 病 院 事 業 ） 島 根 県

１人当たり平均支給額（平成22年度） １人当たり平均支給額（平成22年度）

1,206千円 1,469千円

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.50 月分（ ） 1.35 月分 2.50 月分（ ） 1.35 月分管理職員 管理職員

2.50 月分（ ） 2.50 月分（ ）非管理職員 非管理職員

(1.35)月分 (0.70)月分 (1.35)月分 (0.70)月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5～20％ 役職加算 5～20％

管理職加算 15～25％ 管理職加算 15～25％

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(b) 退職手当（平成23年４月１日現在）

島 根 県 （ 病 院 事 業 ） 島 根 県
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分 勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分
勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分 勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分
勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分 勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分

高限度額 59.28月分 59.28月分 高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置

（ ）定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置 2～20％加算
1,707千円 25,503千円 6,557千円 27,251千円1人当たり平均支給額 1人当たり平均支給額

（注） 「島根県（病院事業 」の「１人当たり平均支給額」は、平成22年度に退職した病院事）

。「 」 「 」 、業職員に支給された退職手当の平均額である 島根県 の １人当たり平均支給額 は

平成22年度に退職した全職種の職員の退職手当の平均額である。

(c) 地域手当（平成23年４月１日現在）



支 給 実 績（平成22年度） 101,776千円

820,778円支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度）

（ ）支給対象地域・職種 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度 支給率

医師・歯科医師 15％ 124人 0％

県内全市町村 0％ 861人 0％

(d) 特殊勤務手当（平成23年４月１日現在）

支給総額（平成22年度） 316,998千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度） 354,188円

職員全体に占める手当支給職員の割合 平成22年度 92.9％（ ）

手当の種類（手当数） 13

手当の名称 有害物取扱手当 特殊現場作業従事手当 特殊自動車等運転手当

防疫作業等従事手当 死体取扱手当 精神保健業務手当 夜間特

殊業務手当 放射線取扱業務等従事手当 機能回復訓練従事手当

医師手当 病院業務従事手当 航空業務従事手当 浄化槽管理業

務従事手当

(e) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 2 2 年 度 ） 524,748千円

職員１人当たり平均支給年額（平成22年度） 543千円

支 給 実 績 （ 平 成 2 1 年 度 ） 492,204千円

職員１人当たり平均支給年額（平成21年度） 528千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

(f) そ の 他 の 手 当 （ 平 成 23年 ４ 月 １ 日 現 在 ）

支給職員１人当

たり平均支給年国 の 制 支 給 実 績
国 の 制 度 と

手 当 名 額内 容 及 び 支 給 単 価 度 と の （ 平 成 2 2
異 な る 内 容

（ 平 成 22異 同 年 度 ）

年 度 ）

扶養手当 配 偶 者 13,000円 同 じ － 千 円 円

配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族 6,500円 66,4 21 1 96 ,5 13

配 偶 者 の な い 場 合 の １ 人 11,00 0円

特 定 期 間 (満 1 6歳 年 度 初 め か ら 満 2 2

歳 年 度 末 ま で ） の 子 の 加 算 5,000円

住居手当 借家・借間居住者 同 じ － 千 円 円

家賃23,000円以下の場合 家賃－12,000円 99,6 47 2 60 ,1 75

家賃23,000円を超える場合

11,000円＋1/2×(家賃－23,000円)

通勤手当 交 通 機 関 利 用 者 異 な る 千 円 円交通用具の区分及

定期券又は回数乗車券等の価額 49,250 71 ,8 97び距離の区分が異

高支給限度額 55,000円 。なる

交 通 用 具 使 用 者

２キロ～78キロ以上

2,100円～ 42,60 0円

自 動 四 輪 車 以 外 の 場 合 は 半 額

単 身 赴 支給額 23,000円 異 な る 加算額が異なる 実 績 な し実 績 な し

任 手 当 ただし、職員の住居と配偶者の住居間の距離が80キ （国:距離により

ロ以上の場合加算（距離により4,000円～45,000 6,000円～

円） 45,000円 。）

初 任 給 医師、歯科医師、獣医師等採用の困難な職種に支 異 な る 支給対象及び支 千 円 円

調 整 手 給 給額が異なる。 3,768 ,22 04 6 3 , 4 9 1

当 支給額(月額) 5,000円～410,900円

管 理 職 国：俸給の特別 千 円 円給 料 表 別 ・ 職 務 の 級 別 ・ 支 給 区 分 別



手 当 調整額として支 26,226 6 72 ,4 74の 定 額

給支 給 額 41, 60 0円 ～ 146, 4 00円

特 地 勤 離島その他の生活の不便な地に所在する特地公署 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 に勤務する職員に支給

支給額 (特地公署異動時の給料及び扶養手当の

月額×1/2＋その月の給料及び扶養手当の月額

×1/2)×4％～16％

特 地 勤 特地公署又は準特地公署に異動し、当該異動に伴 同 じ － 実 績 な し 実 績 な し

務 手 当 って住居を移転した職員に支給

に 準 ず 支給額 異動時の給料及び扶養手当の月額×2％

る 手 当 ～6％

休 日 勤 支給額 休日勤務時間数×勤務１時間当たりの給 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

務 手 当 与額×135/100 りの給与額の算 10,724 45 ,8 29

。出方法が異なる

夜 間 勤 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５ 異 な る 勤務１時間当た 千 円 円

務 手 当 時までの間に勤務した時支給 りの給与額の算 77,262 1 20 ,5 34

。支給額 夜間勤務時間数×勤務１時間当たりの給 出方法が異なる

与額×25/100

宿 日 直 支給額(勤務１回につき） 同 じ － 千 円 円

手 当 2,100円～30,000円 96,3 04 4 60 ,7 84

管 理 職 臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要によ 同 じ － 千 円 円

員 特 別 り週休日又は休日に勤務した管理職員に支給 290 36 ,2 50

勤 務 手 支給額（勤務１回につき） 4,000円～12,000円

当 （実働時間が6時間を超える場合6,000円～18,000

円）


